
18� 平成29年3月号

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

種別 下関駅 東　駅 中央霊園
臨時便 8：05 8：20 8：54

8：36 8：51 9：31
9：20 9：35 10：15
9：55 10：10 10：49

★ 10：45 11：00 11：34
■ 10：45 11：00 11：40

臨時便 11：45 12：00 12：34
12：30 12：45 13：25

臨時便 14：05 14：20 14：54
15：16 15：31 16：11

午
後
１
時
３０
分
～
２
時　
▽
相
談
会
＝

午
後
２
時
～
４
時（
受
け
付
け
は
午
後
3

時
ま
で
）　
■内
▽
空
き
家
説
明
会
＝
空
き

家
に
関
す
る
補
助
、
空
き
家
を
放
置
し

た
場
合
の
不
利
益
な
ど
に
つ
い
て
の
説

明　
▽
無
料
相
談
会
＝
空
き
家
や
敷
地

の
利
活
用
に
つ
い
て
、
宅
地
建
物
取
引

士
、
司
法
書
士
が
個
別
相
談
に
応
じ
ま
す

■問
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課

�

（
☎
２３１-

１
９
４
１
）

下
関
駅
か
ら
中
央
霊
園
行
き
の
バ
ス
時

刻
表（
３
月
１７
日
～
２０
日
）

　
発
車
時
刻
は
左
表
の
通
り
で
す
。

※
臨
時
便
は
、
３
月
１７
日
～
２０
日
の
み

※
★
は
、
３
月
１８
日
～
２０
日
の
み
運
行

※
■
印
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
が
運
休

※
中
央
霊
園
か
ら
の
発
車
時
刻
は
、
バ

ス
停
か
中
央
霊
園
管
理
事
務
所
で
確
認
を

■問
保
健
総
務
課（
☎
２３１-

１
５
２
０
）

資
産
税
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
土
地
と
家
屋
の
縦
覧
帳
簿
が
縦
覧
で

き
ま
す

　
平
成
２９
年
度
の
土
地
価
格
等
縦
覧
帳

簿
と
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
が
縦
覧
で

き
ま
す
。
こ
れ
は
、
固
定
資
産
税
の
納

税
者
が
、
自
己
の
土
地
や
家
屋
の
評
価

額
と
、
市
内
の
他
の
土
地
・
家
屋
の
評

価
額
を
比
較
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

■対
市
内
に
所
在
す
る
土
地
や
家
屋
の
固

定
資
産
税
の
納
税
者
、
納
税
管
理
人　

※
土
地
の
み
の
納
税
者
は
土
地
の
み
、

家
屋
の
み
の
納
税
者
は
家
屋
の
み
の
縦

覧　
※
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
か

代
理
人
選
任
届
が
必
要　
■期
４
月
３
日
～

５
月
１
日
の
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５

時　
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く　

■所
資
産
税
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課　
■持
本
人
確
認
が
で
き
る
物（
運
転
免

許
証
な
ど
）、
印
鑑（
法
人
の
場
合
は
社
印
）

●
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
が
で
き

ま
す

　
平
成
２９
年
度
固
定
資
産
課
税
台
帳
が

閲
覧
で
き
ま
す
。
固
定
資
産
課
税
台
帳

（
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
）に
は
、
平

成
２９
年
１
月
１
日
現
在
の
固
定
資
産
の

所
有
者
が
納
税
義
務
者
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
４
月
に
送
付
さ
れ
る
納

税
通
知
書
の
課
税
明
細
書
で
も
課
税
状

況
が
確
認
で
き
ま
す
。

■対
納
税
義
務
者　
※
代
理
人（
同
居
の
親

族
を
含
む
）の
方
や
法
人
で
社
印
を
持
参

で
き
な
い
場
合
、
委
任
状
か
代
理
人
選

任
届
が
必
要　
※
賃
借
権
そ
の
他
の
使

用
・
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利（
対
価
が

支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
）を
有
す
る
方

（
借
地
人
な
ど
）も
、
当
該
権
利
の
目
的

で
あ
る
土
地
や
家
屋
の
固
定
資
産
課
税

台
帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

権
利
関
係
を
示
す
書
面
な
ど
の
持
参
を

■期
４
月
３
日
～
５
月
１
日
の
午
前
８
時

３０
分
～
午
後
５
時　
※
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く　
※
支
所
・
公
民
館
で
の

閲
覧
は
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時
３０

分　
■所
資
産
税
課
、
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、
本
庁
の
支
所
・
公
民
館（
期
日

指
定
）　
■料
４
月
３
日
～
５
月
１
日
は
、

平
成
２９
年
度
分
に
限
り
無
料　
※
５
月

２
日（
火
）以
降
は
有
料　
※
複
写
料
は

別
途
必
要　
■持
本
人
確
認
が
で
き
る
物

（
運
転
免
許
証
な
ど
）、
印
鑑（
法
人
の
場

合
は
社
印
）

▼
本
庁
の
各
支
所
・
公
民
館
で
の
閲
覧

（
４
月
／
土
地
、
家
屋
）

■日
内
日
＝
４
日
、
小
月
＝
５
日
、
吉
田

＝
６
日
、
王
喜
＝
７
日
、
王
司
＝
１４
日
、

清
末
＝
１８
日
、
安
岡
＝
１９
日
、
彦
島
＝

２０
日
、
吉
見
＝
２１
日
、
勝
山
＝
２５
日
、

川
中
＝
２６
日
、
長
府
＝
２７
日

■問
資
産
税
課（
☎
２３１-

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４

０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
９
５
３
）　

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
１
８
）

空
き
家
説
明
会
・
無
料
相
談
会

■対
空
き
家
の
所
有
者
な
ど

■日
３
月
１８
日（
土
）　
■所
川

棚
公
民
館　
▽
説
明
会
＝

霊
き
ゅ
う
自
動
車
の
運
休

　
市
営
の
霊
き
ゅ
う
自
動
車
は
、
車
検

の
た
め
３
月
１５
日
～
１７
日
は
使
用
で
き

ま
せ
ん
。

■問
保
健
総
務
課（
☎
２３１-

１
５
２
０
）

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
手
続
き
は

４
月
１
日
ま
で
に

　
軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者
に
年
税
と

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
廃
車
予
定
の
あ
る
方
も
、

４
月
１
日
ま
で
に
廃
車
手
続
き
を
し
な

け
れ
ば
、
平
成
２９
年
度
の
軽
自
動
車
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。
自
動
車
リ
サ
イ
ク

ル
法
に
基
づ
い
て
解
体
処
理
を
し
た
場

合
は「
引
取
証
明
書
」の
引
取
日
が
廃
車

日
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

■問
資
産
税
課（
☎
２３１-

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４

０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
９
５
３
）　

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
１
８
）

春
休
み
、
小
学
生
の
バ
ス
料
金
は

５０
円
に
な
り
ま
す

　
春
休
み
を
利
用
し
て
、

小
学
生
に
気
軽
に
バ
ス
を

体
験
し
て
も
ら
い
、
将
来
、

公
共
交
通
の
利
用
者
に
な

っ
て
も
ら
う
た
め
、
サ
ン

デ
ン
交
通
㈱
と
ブ
ル
ー
ラ

イ
ン
交
通
㈱
で
は
、
小
学
生
の
バ
ス
運

賃
を
１
乗
車
５０
円
と
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
実
施
し
ま
す
。

■期
▽
サ
ン
デ
ン
交
通
㈱
＝
３
月
２５
日
～

４
月
９
日　
▽
ブ
ル
ー
ラ
イ
ン
交
通
㈱

＝
３
月
１８
日
～
４
月
9
日　
※
詳
細
・

利
用
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
各
バ
ス
会

社
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
サ
ン

デ
ン
交
通
㈱（
☎
２３１-

７
１
３
３
）、
ブ
ル
ー

ラ
イ
ン
交
通
㈱（
☎
７８６-

０
０
５
９
）へ

■問
交
通
対
策
課（
☎
２３１-

１
４
４
１
）

引
っ
越
し
に
よ
り
空
き
家
と
な
る
場
合

に
補
助
が
あ
り
ま
す

■対
市
内
に
次
の
対
象
空
き
家
の
管
理
を

宅
地
建
物
取
引
業
者
か
管
理
業
者
に
依

頼
す
る
方　
※
そ
の
他
条
件
あ
り　
■内

▽
対
象
住
宅
＝
市
内
に
あ
る
個
人
が
所

有
す
る
空
き
家（
長
屋
住
宅
を
含
み
、
共

同
住
宅
を
除
く
）で
、
申
請
時
に
建
物
の

売
買
、
交
換
か
賃
貸
の
代
理
か
媒
介
の

契
約
手
続
き
を
し
て
い
な
い
も
の　
▽

対
象
と
な
る
管
理
業
務
＝
外
観
調
査（
毎

月
１
回
空
き
家
の
外
観
を
調
査
す
る
も

の
）、
内
部
換
気（
毎
月
１
回
空
き
家
の

換
気
を
行
う
も
の
）　
▽
補
助
金
額
＝
外

観
調
査
を
含
む
管
理
契
約（
最
大
で
毎
月

２
０
０
０
円
）、
外
観
調
査
と
内
部
換
気

を
含
む
管
理
契
約（
最
大
で
毎
月
５
０
０

０
円
）　
▽
補
助
期
間
＝
管
理
契
約
の
契

約
期
間
で
平
成
３０
年
３
月
ま
で　
※
そ

の
他
に
も
諸
条
件
あ
り　
■申
申
請
書
と

添
付
書
類
を
、
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備

課
へ
。
※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課
ま
で

■問
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課

�

（
☎
２３１-

１
９
４
１
）
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市税は市の重要な財源です。納められた市税は市民の
皆さんの生活環境や福祉の向上に役立てられています。 
納め忘れのないよう早めの納付を心掛けましょう。■問納税課（☎231-1170）、収納対策室（☎772-4010）

市 税 の 納 め 忘 れ は な い で す か ？

★どこで納税するの？
　市内各金融機関、納税課、各総合支所などで納税で
きます。
　納税には、手間が省けて納め忘れのない口座振替が
便利です。納税義務者の通帳、通帳印、納税通知書を
持参して、預貯金口座のある金融機関で手続きしてく
ださい。
★夜間や休日に納税したい
　夜間・休日納税窓口を利用してください。市・県民
税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
が納税できます。納期限の４日前から納期限まで、平
日は午後５時15分～８時、休日は午前９時～午後５
時に、市役所本庁舎新館２階納税課窓口を開設してい
ます。
★滞納するとどうなるの？
　督促状を送付します。督促状の送付があると、税金 
に加え、督促手数料100円の納付が必要となります。納 
期限までに納めた人との税負担の公平性を保つために、 
延滞金も加算されます。
★延滞金
　納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次の
割合で計算します。

★滞納整理の流れ
　税負担の公平性と市税収入を確保するため、滞納が 
続く場合、滞納処分を実施します。財産（給与・預貯金 
などの債権、不動産、自動車、動産）を差し押さえ、不 
動産、自動車、動産は公売などで金銭に換えて滞納市
税に充てることもあります。
①催告：督促状を送付しても納税がない場合、文書な
どで納税を促します。
②差し押さえ：催告しても納税がない場合、財産を差
し押さえます（下表参照）。差し押さえの際、滞納者の
自宅などを捜索することもあります。

③公売：インターネット公売を導入して積極的な公売
に努めています。
★納期内の納税にご協力を
　市税は納期内に納めることが原則です。滞納した場
合、督促手数料や延滞金が加算され、財産調査（給与照
会、預金照会など）や滞納処分を受けることもあります。
滞納整理に市税が費やされることによる公共サービス
の低下を防ぐためにも、納期内の納税にご協力を。

平成28年中 平成29年中
延滞金

（納期限の翌日から１カ月以内） 年２・８％ 年２・７％

延滞金
（上記の期間後） 年９・１％ 年９・０％

平成26年度 平成27年度 平成28年度
債権 2,602件 2,895件 2,126件

不動産 107件 116件 54件
自動車 1件 2件 1件
動産 4件 8件 25件
計 2,714件 3,021件 2,206件

※平成28年度件数は平成28年12月末現在

上
下
水
道
局
の
休
日
窓
口 

（
開
栓
、
閉
栓
、
料
金
支
払
）

■日
土
・
日
曜
日（
祝
日
を
除
く
）の
午
前

８
時
３０
分
～
午
後
５
時

■所
上
下
水
道
局
１
階

■問
上
下
水
道
局
お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
課

�

（
☎
２３１-
３
１
１
７
）

Ｊ
Ｒ
ダ
イ
ヤ
改
正
の
お
知
ら
せ

　
Ｊ
Ｒ
ダ
イ
ヤ
改
正
が
３
月
４
日（
土
）

に
実
施
さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
、
各
駅
の

時
刻
表
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
交
通
対
策
課（
☎
２３１-

１
４
４
１
）

下
関
都
市
計
画
道
路
の
変
更（
案
）を

縦
覧
し
ま
す

■期
３
月
１０
日
～
２４
日�

午
前
８
時
３０
分
～

午
後
５
時
１５
分　
※
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く　
■内
▽
縦
覧
内
容
＝
下
関
都

市
計
画
道
路（
下
関
駅
旭
線
、
旭
山
の
田�

線
、
山
の
口
旭
線
）の
変
更
案　
▽
縦
覧

場
所
＝
都
市
計
画
課　
※
下
関
旭
線
、

旭
山
の
田
線
は
、
県
都
市
計
画
課
で
も

縦
覧
可　
■申
▽
意
見
書
の
提
出
方
法
＝

３
月
２４
日（
金
／
必
着
）ま
で
に
、
直
接

か
郵
送
で
、
住
所
、
氏
名
、
意
見
を
書

い
て
、
下
関
駅
旭
線
、
旭
山
の
田
線
に

関
し
て
は
県
知
事
宛
て
で
、
山
口
県
都

市
計
画
課（
〒
７５３-

８
５
０
１
山
口
市
滝

町
１
番
１
号
）へ
。
山
の
口
旭
線
に
関
し

て
は
市
長
宛
て
で
市
都
市
計
画
課（
〒
７５０-

８
５
２
１
市
内
南
部
町
１
番
１
号
）へ
。

※
詳
細
は
、
下
関
駅
旭
線
、
旭
山
の
田

線
に
つ
い
て
は
、
県
都
市
計
画
課（
☎
０８３-

９３３-

３
７
３
３
）へ
。
山
の
口
旭
線
に
つ

い
て
は
、
市
都
市
計
画
課
へ

■問
都
市
計
画
課（
☎
２３１-

１
９
３
２
）

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関 

３
月
の
開
催
日
程
・
イ
ベ
ン
ト

●
２
日（
木
）ま
で
＝
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ

ブ
レ
ー
ス　
豊
田
町
道
の
駅
蛍
街
道
西

ノ
市
杯
争
奪
戦　
●
８
日
～
１２
日
＝
ア

フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
レ
ー
ス　
サ
ン
ケ
イ

ス
ポ
ー
ツ
杯
争
奪
戦　
●
１７
日
～
２１
日

＝
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
レ
ー
ス　
西
京

波
者
結
成
７
周
年
記
念　
▽
場
外
発
売

＝
１５
日
～
２０
日（
Ｓ
Ｇ
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
ク

ラ
シ
ッ
ク
）

【
イ
ベ
ン
ト
】▽
海
響
ド
リ
ー
ム
ナ
イ
タ
ー

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
～
海
響
ド
リ
ー

ム
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
～
＝
■日
２５
・
２６
日　

▽
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ク
リ
ー
ン
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
シ
ョ
ー
＝
■日
２５
・
２６
日　
午
後

7
時
～
、
午
後
7
時
４５
分
～
、
午
後
8

時
３０
分
～　
▽
安
田
大
サ
ー
カ
ス
お
笑

い
ラ
イ
ブ
＝
■日
２５
日（
土
）午
後
３
時
～
、

午
後
５
時
～　
▽
宇
宙
戦
隊
キ
ュ
ウ
レ

ン
ジ
ャ
ー
シ
ョ
ー
＝
■日
２５
日（
土
）午
後

０
時
３０
分
～
、
午
後
３
時
３０
分
～　
▽
蛯

名
健
一
ダ
ン
ス
ス
テ
ー
ジ
＝
■日
２６
日（
日
）

午
後
２
時
～
、
午
後
５
時
～　
▽
キ
ラ

キ
ラ
プ
リ
キ
ュ
ア
ア
ラ
モ
ー
ド
シ
ョ
ー

＝
■日
２６
日（
日
）午
後
0
時
３０
分
～
、
午

後
３
時
３０
分
～　
▽
書
道
家�

万
美
書
道

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ス
テ
ー
ジ
＝
■日
２６
日

（
日
）午
後
６
時
３０
分
～

■共
■料
入
場
料
＝
１００
円（
２５
・
２６
日
入
場
無
料
）

■問
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関（
☎
２４６-

１
１
６
１
）


